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銚 子 労 働 基 準 監 督 署 

今月よ
り新たな化

学物質規制が順

次施行されます 
 

（１）管内の労働災害発生状況 
銚子労働基準監督署管内（銚子市、旭市、匝瑳市、東庄

町）における令和３年の労働災害発生件数（休業見込み４

日以上の件数。以下同じ）は 190件（新型コロナウイル

ス感染症によるものを除く。以下同じ）と過去５年間で最

多となりました。また、銚子監督署では令和４年の労働災

害発生件数の目標値を 133件以下としていましたが、令

和５年２月28日までに届け出られた件数は169件で対

前年比 17件減とはなったものの、目標の件数を大幅に超

過してしまいました。 

本年３月 8日、令和 5年度を初年度とする第 14次労

働災害防止計画の厚生労働省本省版が策定され、厚生労働

省 HP に掲載されています。事業場の皆様におかれまし

ては、当計画をぜひご確認いただくととも

に、労働災害の防止に向けた取り組みを引

き続き積極的に進めていただくようお願い

いたします。 
 

（２）2023年 4月１日より新たな

化学物質規制が一部導入されます！ 
「銚子労基署たより令和４年 10月 3日号」におい

て紹介した、化学物質にかかる法改正については、右

の施行期日のとおり順次施行される予定です。 

今月より施行される項目は、右表の黄色で表示した

部分で、これまで以上に事業者の主体的な取組が求め

られます。事業場の皆様におかれましては十分にご留

意をお願いします。 

また、法改正に伴い、制度の内容・職場の化学物質管

理に関する相談窓口を設置しています。 

お困りの際は、ぜひご活用ください。 

 改正の具体的な内容については、管内の事業場向け

に、本年中、説明会を開催する予定としています。また

別途のご案内となりますが、参加をお待ちしておりま

す。 

 

 

 

銚 子 労 基 署 た よ り 

 

＜過去の銚子労基署たより＞ ＜リーフレット＞ 

＜厚生労働省HP＞ 



（３）「労災かくし」は犯罪です！ 
 厚生労働省では、「労災かくし」の絶滅に取り組んでいます。「労災

かくし」は、労働基準監督機関による災害原因の究明ができないため

抜本的な対策を講ずることができず、被災労働者も十分な治療を受け

られないため、後遺症が残る確率が高いといった弊害があります。 

労働災害が発生し、労働者が休業した場合は、遅滞なく所轄労働基

準監督署に対し、労働者死傷病報告書の提出が必要ですので、ご注意

ください。労働者死傷病報告書の様式については、①休業日数が 1～3

日（様式 24号）、②休業日数が４日以上（様式 23号）とそれぞれ異

なりますので、詳しくは所轄労働基準監督署にお問い合わせくださ

い。 

 

 

 

 

（４）令和 5年度雇用保険料率のご案内 
 令和 5年 4月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更に

なります。 

令和５年度労働保険の年度更新期間は６月１日（木）～７月 10

日（月）です。 

年度更新の申告書は、管轄の都道府県労働局や労働基準監督署へ

の郵送、または「電子申請」でも受け付けており、直接窓口へ出向

くことなく申告することができます。 

その際、雇用保険料率については、右表のとおり変更となりまし

たのでご注意ください。 

 なお、申告・納付の手続きがお済みでない場合は、

管轄の都道府県労働局までご相談ください。 

 

 
 

（５）アルバイトの労働条件を確かめよう！ 
 厚生労働省では、全国の学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める４月から７月

までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施します。 

 本キャンペーンは平成 27年度から実施しており、本年で９回目となります。 

 厚生労働省「アルバイトの労働条件を確かめよう！」のサイトでは、各種トラブルの事例紹介や、相談

先のご案内などを行っています。ぜひ参考にしてみてください。 

 

 

＜様式 23号＞ ＜様式 24号＞ 

＜リーフレット＞ 

＜アルバイトの労働条件を確かめよう！サイト＞ 


